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退職の際に必要な提出書類 
１ ●一般組合員 

・共済組合員申告書（資格取得・喪失）

・〈次に掲げる証等が手元にある方のみ〉 

資格確認書、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証 

※組合員の資格喪失後は、在職中の資格確認書は使用できませんので、被扶養者の方の資格

確認書も含め退職後すみやかに所属所共済事務担当課を経由して返却をお願いします。

●一般組合員から引き続き短期組合員になる方

・共済組合員申告書（短期・長期適用組合員 → 短期のみ適用組合員）

・〈次に掲げる証等が手元にある方のみ〉 

資格確認書、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証 

※マイナ保険証を保有していない方には新しい資格確認書を発行しますので、お持ちの資格

確認書は返却をお願いします。

２ 組合員貯金加入者 

資格喪失後（任意継続組合員になる方を含みます。）は、共済貯金はできません。 

次の書類を退職月の末日（共済必着日）までに、所属所共済事務担当課を経由して提出して 

ください。 

・貯金払出（解約）請求書

・非課税貯蓄廃止申告書（非課税貯蓄制度（マル優）を利用していた場合は、提出が必要です。）

※引き続き短期組合員となる方は、解約の手続きをする必要はありません。

退職を予定されている方は、退職後における年金・医療制
度及び保健事業等について、大変関心のあることと思いま
す。そこで、退職後の手続き・各種事業の内容について記
載しましたのでご参考にしてください。 

※ 退職後に引き続き短期組合員となる皆様へ

退職後の再雇用等により、組合員資格の喪失後に引き続き短期組合員として組合員資

格を取得される方は、以下の通り一部の事業について退職等以前と同様に取り扱われま

す。 

退職等の前と同様に取り扱われるもの 

短期給付事業及び保健事業については、退職等以前と同様に制度の対象者となりま

す。 

退職者として取り扱われるもの 

長期給付事業 (P7～P18)、年金者連盟 (P23～P28)については、退職者と同様の取扱 

いとなりますので該当ページをご確認ください。 
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３ 組合員貸付金の借受者 

資格喪失後は貸付事業の適用はありません。 

貸付金未償還額の全額を即時返済していただくことになります。 

（返済が退職月の翌月になると１か月分の利息が加算されます。） 

退職月の中旬までに「特別償還報告書」を提出してください。 

なお、短期組合員となる方も、手続きが必要です。 

 

４ 年金の提出書類 

〇 既に年金の受給権がある方 

既に年金の受給権がある方は、次の書類を提出してください。 

・退職届書（65歳以上の方は「退職年金決定請求書」）※ 

※65歳以上の組合員が退職される場合、退職届書は不要ですが、退職等年金給付に係る「退職

年金決定請求書」を提出してください。 

〇 受給権が発生していない方 

受給権が発生していない方は、退職届書を提出してください。 

退職後１日も空けることなく引き続き公務員として再就職される場合には、退職届書の提出

は必要ありませんが、その旨を所属所共済事務担当課にお申し出ください。 

なお、60 歳に到達するまでは厚生年金保険などの被用者年金制度に加入するか国民年金に

加入しなければなりません。 

〇 配偶者の年金加入 

退職時に 60 歳未満の被扶養配偶者がいる場合、退職後は配偶者ご本人で国民年金への加入

が必要となりますので、国民年金第１号被保険者への切替えの手続きをしてください。 

（任意継続組合員に加入する場合も必要です。） 

また、退職後に民間会社等に再就職する場合は、お勤め先にて配偶者の国民年金第３号被保

険者の手続きをしてください。 

 

■ 基礎年金番号について 

基礎年金番号とは、公的年金制度に関する情報を管理・記録するため、共通の番号として使

用されるもので、制度を移った場合(例えば厚生年金から国民年金へ移った場合など)でも変わ

らないものとされています。（１人１番号） 

このため、他の年金制度での加入記録について情報交換を行うことにより、年金に関する手

続き、照会等が容易にできるようになっていますので、日本年金機構発行の基礎年金番号通知

書を紛失されないよう大事に保管してください。 
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短期給付事業 
退職後の医療制度について（一般組合員から引き続き短期組合員になる方を除きます。） 

退職される方は、退職の日の翌日に組合員資格を喪失するため、次のいずれかの医療保険制度に加

入しなおす必要があります。ただし、後期高齢者医療制度に該当する場合は除きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険制度 加入要件 申請方法 負担割合 継続可能期間 

① 

任意継続

組合員 

１ 引き続く組合員期間が１年と１日以上

あること。 

２ 退職した日から20日以内に掛金を納付

すること。 

「共済組合員申

告書（任意継続

組合員の資格取

得）」を記入

し、退職した所

属所を経由して

20日以内に申請 
３割 

(70歳未満) 

 

２割 

(70歳以上 

75歳未満、 

一定以上の 

所得者は３割） 

任意継続組合

員の資格取得

日（退職日の

翌日）から２

年間 

② 

家族の 

被扶養者 

１ 社会保険などの被保険者である家族が

いること。 

２ その被保険者の加入している保険制度

で扶養認定要件を満たしていること。 

 (収入要件で、障害厚生年金を受給できる

程度の障害を有する方または60歳以上の

方は年収180万円未満、19歳以上23歳未満

の方(組合員の配偶者を除く。)は年収150

万円未満、それ以外の方は年収130万円未

満) 

家族の加入して

いる保険制度に

扶養認定を申請 

家族の保険制

度の扶養認定

を受けた日か

ら認定取消の

日まで 

③ 

国民 

健康保険 

①②以外の場合 

退職した日から

14日以内に居住

地の市区町村に

申請 

国民健康保険

の資格取得日

から全期間 

退職後に家族の被扶養者になることができない方は、任意継続組合員（加入要件を満たす者に限

る。）または国民健康保険への加入を選択することになります。 

国民健康保険の保険料がいくらになるかお住まいの市区町村役場で試算してもらってください。

次に、任意継続組合員の掛金を計算（詳細は次ページ以降）して比較し、任意継続組合員か国民健康

保険のいずれに加入するかを選択してください。 
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任意継続組合員 

１ 掛金納付 

任意継続組合員となるには、申出をし、退職した日から 20日以内に短期任意継続掛金と介護任

意継続掛金（40歳以上 65歳未満のみ徴収）を併せて納付する必要があります。 

また令和８年度から子ども・子育て支援任意継続掛金の納付も追加される予定です。 

 

２ 掛金の支払方法 

任意継続組合員の掛金の支払方法は、毎月払い（月納）・６か月払い（４月から９月まで、また

は 10 月から翌年３月まで）・12 か月払い（４月から翌年３月まで）の３種類があり、６か月払い

と 12か月払いには、その期間の利息分を割引する前納割引の適用（資格取得月の翌月分から）が

あります。 

※６か月・12 か月払いは、毎月払いと比べて、前納割引を受けられることに加え、銀行手数料の

支払いも少ない回数で済みますので、任意継続掛金の前納をお勧めします。 

 

３ 掛金の計算方法 

⑴ 毎月払い（月納） 

標準報酬の月額※１×財源率※２＝任意継続掛金（月額） 

⑵ 前納する場合 

６か月（１か月＋５か月前納）・12か月（１か月＋11か月前納）の掛金計算方法 

任意継続掛金（月額）＋任意継続掛金（月額）×前納期間に応じた率（５ページの前納率） 

＝任意継続掛金（６か月払い・12か月払い） 

※１ 標準報酬の月額は①・②のいずれか少ない額で計算します。 

① 退職時の標準報酬の月額 

② 340,000 円（令和８年度における平均標準報酬の月額） 

※２ 短期任意継続掛金財源率 100.8/1000（令和７年度） 

介護任意継続掛金財源率 17/1000（令和７年度） 

子ども・子育て支援任意継続掛金財源率 2.3/1000（令和８年度から徴収開始） 

財源率については変更される場合があります。 

 

４ 掛金を徴収する期間 

任意継続組合員の資格を取得した月から喪失した日の前月分までとなります。 

なお、希望喪失の場合は喪失を申し出た月分までです。（６ページ８の(５)参照） 

※介護任意継続掛金は、40歳の誕生日の前日の属する月から 65歳の誕生日の前日の属する月の前

月分まで 

 

５ 掛金の還付 

任意継続掛金を前納したあとで、前納にかかる期間の途中で任意継続組合員の資格を喪失した

ときは、未経過部分の任意継続掛金を還付します。 

 

６ 留意事項 

⑴ 任意継続組合員及びその被扶養配偶者で 60歳未満の方は国民年金に加入する必要があります。 

⑵ 再就職をする方は、再就職先で社会保険に加入できるか必ず確認してください。 
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７ 任意継続組合員の掛金計算例 

標準報酬の月額が 340,000円である方が 12か月払い（１か月＋11か月前納）を選択した場合の

初年度分の掛金です。 

ただし、この計算例は、令和７年度の財源率で計算しており、令和８年度の財源率については変

更される場合があります。 

  

短期任意継続掛金                            前納率 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

前納期間(月) 率 

１ 0.9967369 

２ 1.9902215 

３ 2.9804642 

４ 3.9674757 

５ 4.9512666 

６ 5.9318472 

７ 6.9092282 

８ 7.8834200 

９ 8.8544329 

10 9.8222773 

11 10.7869636 

12 11.7485020 

340,000 円 × 
100.8 

1000 
＝ 34,272円 （円未満切捨て） 

（標準報酬の月額） （財源率） （４月分掛金）＝１か月分掛金 

34,272円 × 10.7869636 ＝ 369,691 円 （円未満四捨五入） 

（１か月分掛金） （前納率） （11 か月分掛金） 

34,272円 ＋ 369,691円 ＝ 403,963円 

（４月分）  （11か月分） （初年度分掛金） 

340,000 円 × 
17 

1000 
＝ 5,780 円 （円未満切捨て） 

（標準報酬の月額） （財源率） （４月分掛金）＝１か月分掛金 

5,780 円 × 10.7869636 ＝ 62,349円 （円未満四捨五入） 

（１か月分掛金） （前納率） （11 か月分掛金） 

5,780 円  ＋ 62,349円 ＝ 68,129円 

（４月分） （11 か月分） （初年度分掛金） 

403,963 円  ＋ 68,129円 ＝ 472,092 円 

 
短期任意継続 

 
介護任意継続 

(初年度分)掛金 (初年度分)掛金  （納付金額） 

介護任意継続掛金（40歳以上 65歳未満の加入者のみ） 

※上記金額に子ども・子育て支援任意継続掛金（仮称）が加わります。 
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８ 任意継続組合員の資格喪失 

次のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日（⑷又は⑹、⑺に該当するに至ったときはそ

の日）から、その資格を喪失することになります。 

⑴ 任意継続組合員となった日から起算して２年を経過したとき。 

⑵ 死亡したとき。 

⑶ 任意継続掛金を納付期日までに払い込まなかったとき。 

⑷ 新たに共済組合の組合員や健康保険の被保険者になったとき。 

⑸ 国民健康保険の被保険者や家族の被扶養者となるため等の理由で任意継続組合員の資格喪失

希望を共済組合に申し出たとき、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき（こ

の場合、申出のあった月分までは、任意継続掛金が徴収されます。）。 

⑹ 65歳以上 75歳未満で障害の認定を受け後期高齢者医療制度の被保険者となったとき。 

⑺ 75歳に到達し後期高齢者医療制度の被保険者となったとき。 

 

９ 喪失の手続き 

上記８⑴・⑺以外の場合は、喪失手続きとして「任意継続組合員申出書（資格喪失・掛金還付）」

の提出が必要となりますので、共済組合までご連絡ください。また、「資格確認書」をお持ちの方

は併せて返却してください。 

 

任意継続組合員への給付等 

病気・けがをしたとき 出産したとき 死亡したとき 検診等を受けるとき 

療 養 費 

一 部 負 担 金 払 戻 金 

家 族 療 養 費 

家 族 療 養 費 附 加 金 

高 額 療 養 費 

高額介護合算療養費 

出 産 費 

家 族 出 産 費 

埋 葬 料 

埋 葬 料 附 加 金 

家 族 埋 葬 料 

家 族 埋 葬 料 附 加 金 

弔 慰 金 

家 族 弔 慰 金 

災 害 見 舞 金 

人 間 ド ッ ク 助 成 

特 定 健 康 診 査 
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退職等年金給付 

退職共済年金(経過的職域加算額) 

企業年金等 

厚 生 年 金 

民間会社員       公務員等 

 

国  民  年  金 （老 齢 基 礎 年 金） 

国民年金基金 

（希望者） 

自営業者等 

（第１号） 

被扶養配偶者 

（第３号） 

民間会社員 

（第２号） 

公務員等 

（第２号） 

長期給付事業 
組合員が、長年勤続して退職したとき、在職中の病気やケガがもとで障害の状態になったとき、あ

るいは死亡したときに、老後の生活や残された家族の生活の支えとして、年金や一時金を支給するも

のを長期給付といいます。 

 

１ 年金制度について 

（１）「公的年金制度」について 

国民年金の基礎年金制度は、昭和 61 年４月から全国民を対象としてスタートし、共済

組合の組合員やその被扶養者である配偶者（被扶養配偶者＝第３号被保険者といいます。）

にも適用されましたが、その上乗せの年金となる被用者年金制度は、年金制度の安定性を

高めるとともに、公務員、民間会社員等を通じ公平性を確保するため、平成 27年 10月か

ら国家公務員、地方公務員、私立学校共済組合が厚生年金制度へ統一（被用者年金制度の

一元化）されました。 

この法律改正により、これまで共済年金に加入していた地方公務員も民間会社員と同様

に厚生年金の被保険者となると共に、平成 27 年９月までの公務員であった期間も厚生年

金の被保険者期間とみなされ、これらの期間に基づき厚生年金が裁定されることとなりま

した。 

また、これに伴い共済年金の職域年金相当部分は廃止となり、新たに民間の企業年金に

相当する給付として、「退職等年金給付」が設けられました。 

なお、共済組合は厚生年金制度の実施機関のひとつとして、一元化後も引き続き地方公

務員であった方の記録管理や年金給付の裁定・支給を行うこととされています。 

 

（２）「公的年金制度」のしくみ 
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老齢厚生年金 

厚生年金の被保険者期間（平成 27年９月以前の共済組合の組合員であった

期間を含みます。)が 1年以上で、かつ公的年金制度加入期間が 10年以上あ

る方が、支給開始年齢（支給開始年齢は 10ページ参照)になったとき 

障害厚生年金 
一定の保険料納付要件を満たした方が被保険者期間中に初診日のある病気や

ケガにより、障害等級が３級以上に該当する程度の障害の状態になったとき 

障害手当金 
被保険者期間中（平成 27年９月以前の共済組合の組合員であった期間を含

みます。）に初診日のある病気やケガにより、軽度の障害が残ったとき 

遺族厚生年金 

①被保険者期間中に死亡したとき※ 
②被保険者の資格を喪失した後に、被保険者期間中の傷病が原因で、初診日

から５年以内に死亡したとき※ 
③障害等級が１級または２級の障害厚生(共済)年金の受給権者が死亡したと

き 
④資格期間が 25年以上の老齢厚生年金(退職共済年金)の受給権を有する方

または被保険者期間等が 25 年以上ある方が死亡したとき 
※①及び②は、一定の保険料納付要件を満たす必要があります。 

（３）給付の種類 

厚生年金の給付 

老齢給付 

 

 

 

 
障害給付 

  

 

 

 

 

 

◆ 障害給付の請求について 

障害給付を請求する際には、初診日が被保険者期間中にあることの証明が必要です。 

初診日から時間が経過している場合、カルテの保存期限が過ぎて初診日を証明すること

ができないため、請求手続きが難しくなることがあります。 

障害給付の請求を検討されている方は、お早めに共済組合年金課までご相談ください。 

 

 

遺族給付 

  

 

 

 

 

 

 

◆ 遺族の範囲 

遺族厚生年金の受給権者となる生計を維持していた遺族とは、次の方々です。 
 

① 配偶者と子(夫の場合は 55 歳以上、子の場合は 18 歳に達する年度末までの間にある  

未婚の子、または障害等級が１級もしくは２級の障害状態にある 20 歳未満の未婚の子に

限ります。) 

② 父母(55歳以上に限ります。) 

③ 孫(18歳に達する年度末までの間にある未婚の孫、または障害等級が１級もしくは２級

の障害状態にある 20 歳未満の未婚の孫に限ります。なお、その親と生計を共にしている

場合は、遺族に該当しません。) 

④ 祖父母(55歳以上に限ります。) 

 

（注）遺族が２人以上いる場合には、①から④の順序で遺族厚生年金を支給することとさ

れており、次順位に該当する場合は受給権を得られません。  
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老齢基礎年金 保険料納付済期間等が 10年以上ある方が 65歳になったとき 

障害基礎年金 
一定の保険料納付要件を満たした方が、障害等級が１級または２級に該当す

る障害の状態になったとき 

遺族基礎年金 
被保険者または資格期間が 25年以上の老齢基礎年金受給権を有する方が死亡した

ときで、その方に扶養されていた 18歳に達する年度末までの間の子がいるとき 

退職共済年金 

(経過的職域加算額) 

平成 27年９月までに引き続く１年以上の共済組合の組合員期間を有している方

に、「老齢厚生年金」の受給権が発生したとき 

遺族共済年金 

(経過的職域加算額) 

平成 27年９月までに１月以上の共済組合の組合員期間を有している方が死亡し、

「遺族厚生年金」の受給権が発生したとき 

【決定・支給等の実施機関について】 

 

〇老齢厚生年金（報酬比例部分） 

 ・民間会社員の期間に係る部分   ……   日本年金機構 

 ・公務員の期間に係る部分     ……   共済組合 

 ・私立学校教職員の期間に係る部分 ……   日本私立学校振興・共済事業団 

 

〇退職共済年金（経過的職域加算額） ……   共済組合 

 (平成 27年９月までの組合員期間) 

 

〇退職年金（退職等年金給付）    ……   共済組合 

 (平成 27年 10月以降の組合員期間を有する 65歳以上の方） 

国民年金の給付(基礎年金)  

 

 

 

 

 

 

 

 

共済組合の経過的給付(共済年金)  

  

 

 

 

 

 

 

 

◆ 老齢厚生年金の請求について 

組合員期間等（組合員期間のほか、民間会社等の厚生年金加入期間や国民年金などの

公的年金制度の加入期間）が 10 年以上で、組合員期間と民間会社の被保険者期間を合

算して１年以上ある方は、年金支給開始年齢から老齢厚生年金の請求ができます。 

請求時期が近づいてきましたら、請求に関する書類は最終加入記録がある実施機関※

からご自宅へお送りします。 

 

※実施機関･･････共済組合、日本年金機構、日本私立学校振興・共済事業団 
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（注）ここでいう特定消防組合員とは、消防司令以下の消防職員であった方で、退職時また

は 60歳時点まで引き続き 20 年以上消防職員として在職していた組合員をいいます。 

 

２ 老齢厚生年金について 

（１）老齢厚生年金の支給開始年齢 

 

〇昭和 36年４月２日以降に生まれた一般組合員 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

○昭和 38年４月２日以降に生まれた特定消防組合員 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本来支給の老齢厚生年金 

報酬比例部分 

加給年金額 

本来支給の老齢厚生年金 

報酬比例部分 

加給年金額 

本来支給の老齢厚生年金 

報酬比例部分 

加給年金額 

～ 

～ 

生 年 月 日 
支給開始 

年齢 
 65 歳以降 60 歳 61 歳 62 歳 63 歳 64 歳 

S40年４月２日 

64 

S42年４月１日 

S40年４月１日 

63  

 

S42 年４月２日 

以降 

退職共済年金（経過的職域加算額） 

老齢基礎年金 

退職共済年金（経過的職域加算額） 

老齢基礎年金 

65 

老齢基礎年金 

退職共済年金（経過的職域加算額） 

特別支給の老齢厚生年金 

報酬比例部分 

特別支給の老齢厚生年金 
報酬比例部分 

特別支給の老齢厚生年金 

報酬比例部分 

特別支給の老齢厚生年金 

報酬比例部分 

S38年４月２日 

 老齢厚生年金（報酬比例部分） 

 退職共済年金（経過的職域加算額） 

本来支給 

   65歳 

国民年金（老齢基礎年金） 

生 年 月 日 
支給開 

始年齢 

65 加給年金額 

S36年４月２日 

以降 
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平均給料月額 

(H15.３.31以前) 

昭和 56年４月１日～昭和 61 年３月 31日の平均給料月額×Ａの期間月数 

＋ Ｂの各月の掛金の標準となった給料の総額 

Ａの月数 ＋ Ｂの月数 
＝ 

平均給与月額 

(H15.４.１～H27.９.30) 

Ｃの各月の掛金の標準となった給料の総額 

＋ Ｃの掛金の標準となった期末手当等の総額 

Ｃの月数 
＝ 

平均標準報酬額 

(H27.10.１以後) 

Ｄの標準報酬月額の総額＋Ｄの標準賞与額の総額 

Ｄの月数 
＝ 

就職 S56.４.１ S61.４.１ H27.10.１ H15.４.１ 退職 

５年間 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

厚生年金は、年金の給付水準の伸びに現役世代の保険料負担能力の動きが反映されるよう、

賃金や物価の変動だけで年金額を改定するのではなく、公的年金の被保険者数の減少率や平

均余命の伸びを年金額に反映させる仕組み（マクロ経済スライド）により改定されます。 

 

（２）老齢厚生年金等の計算基礎 

 

◆ 組合員（被保険者）期間 

  職員となった方は、その日から組合員（被保険者）の資格を取得し、退職または死亡した

日の翌日に組合員の資格を喪失します。 

  組合員期間は、組合員となった日（資格取得日）の属する月から、退職または死亡した日

の翌日（資格喪失日）の属する月の前月までの期間の年月数です。 

 

   (例) ４.１就職（資格取得）                 ３.31 退職 ４.1資格喪失 

 

              組合員期間 ４月～３月まで 

 

◆ 平均標準報酬（月）額※の算定 

  次の算式により、計算します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 27年 10月の一元化に伴い、年金額の算定基礎となる「（平均）給与（給料）月額・期

末手当等」が「（平均）標準報酬額・標準賞与額」に変更されました。 
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定額単価 ※ａ × 組合員期間月数 ※ｂ 
－ （ 831,700円 ）※ｃ × 組合員期間月数 ※ｄ ÷ 480月） 

※ａ 1,734円（令和７年度の額） ※ｂ 480月を超える場合は、480月 
※ｃ 国民年金（老齢基礎年金）の満額支給額（令和７年度の額） 
※ｄ 20歳から60歳までの間の組合員期間 

（３）老齢厚生年金等のしくみ 

 

 65歳になると「老齢厚生年金」、「退職共済年金（経過的職域加算額）」、「退職年金（退職等

年金給付）」及び「国民年金（老齢基礎年金）」が併せて支給されます。 

 

 

 退職年金（退職等年金給付） ※３ 

 

特別支給の 

退職共済年金 
退職共済年金（経過的職域加算額）※１ 

 

特別支給の 

老齢厚生年金 
老齢厚生年金（報酬比例部分） ※２ 

 

経過的加算 ※４ 

加給年金額 ※５  

 

国民年金（老齢基礎年金） ※６ 

 

※１ 退職共済年金（経過的職域加算額） ・・・・・ 13ページ参照 

※２ 老齢厚生年金（報酬比例部分） ・・・・・ 13ページ参照 

 

 特定消防組合員に該当の方は、65 歳前に発生した「特別支給の老齢厚生年金」及び「特別

支給の退職共済年金」(経過的職域加算額) 」は、その受給権者が 65 歳に達したときに消滅

します。このため、65 歳に達したときは、「老齢厚生年金」、「退職共済年金(経過的職域加算

額)」、「退職年金(退職等年金給付)」及び「国民年金(老齢基礎年金)」の請求が必要になりま

す。 

 

※３ 退職年金（退職等年金給付）・・・・・ 17 ページ参照 

※４ 経過的加算・・・・・ 国民年金（老齢基礎年金）の額に反映されない組合員期間（20歳から 

              60歳の期間外の期間）で算定した額 

 

 

 

 

※５ 加給年金額・・・・・ 13ページ参照 

※６ 国民年金（老齢基礎年金）・・・令和７年度の年金額は、831,700円です。 

   20 歳の誕生月から 60 歳の誕生月の前月まで 40 年間すべて保険料を納付した場合の満

額の年金額で、その間、公的年金制度に未加入期間がある場合は減額されます。 

  （日本年金機構が決定・支給）  

（経過的職域加算額） 

（報酬比例部分） 

【配偶者 65 歳到達等】 

65 歳 

特定消防組合員（10 ページ参照） 
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平成 15年３月 31 日以前の組合員期間 

 

※１  組合員期間が 20年以上の場合は 1.425／1000、20年未満の場合は 0.713／1000 

平成 15年４月１日以後の組合員期間 

 

※２  組合員期間が 20年以上の場合は 1.096／1000、20年未満の場合は 0.548／1000 

※３  平成 27年９月までの組合員期間 

平均標準報酬月額×給付乗率(7.125／1000)×平成 15年３月 31日以前の組合員期間の月数 

平均給与月額×給付乗率※２×平成 15年４月１日以後の組合員期間※３の月数 

平均標準報酬額×給付乗率(5.481／1000)×平成 15年４月１日以後の組合員期間の月数 

平均給料月額×給付乗率※１×平成 15年３月 31日以前の組合員期間の月数 

（４）老齢厚生年金等の額 

〇年金額 

◆ 老齢厚生年金（報酬比例部分） 

 

 

 

 

 

 

◆ 退職共済年金（経過的職域加算額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇障害者特例・長期在職者特例（特定消防組合員） 
厚生年金の被保険者でない方※が、傷病により障害等級が３級以上に該当する程度の

障害の状態にあるときは、受給権者の請求により、原則として、請求の翌月から特別支給
の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給と併せて、定額部分と加給年金額（下記）も支給さ
れます。これを障害者特例といいます。 

また、組合員期間（公務員期間のみ）が 44年以上あるときも、同様の扱い（請求は不
要）となります。これを長期在職者特例といいます。 
※厚生年金の被保険者である間は、障害者特例・長期在職者特例の適用を受けることが
できません。 

「定額部分」の額 

 

定額単価…1,734 円（令和７年度の額） 

組合員期間月数…480月を超える場合は、480月 

○加給年金額 
各被用者年金期間を合算して 20年以上ある方で、65歳到達時に、その方によって生計

を維持している※次のような方がいるときは、加給年金額が加算されます。 
・65歳未満の配偶者 
・18歳に達した日以降の最初の３月 31日までの間にある未婚の子 
・20歳未満で障害等級１級または２級の障害の程度にある未婚の子 

 

 

 
 

加給年金額 

（令和７年度） 

配偶者 子 

415,900円 
２人目まで１人につき 239,300円 

３人目から１人につき  79,800円 

  

平成 15年３月 31 日以前の組合員期間 

 
 

平成 15年４月１日以後の組合員期間 

定額部分＝定額単価×組合員期間月数 

※ 老齢厚生年金の受給権者と生計を共にしている方のうち恒常的な収入金額が将来にわたっ

て年額 850万円(所得 655.5万円)未満と認められる方等です。 
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繰上げによる年金は、請求書が受理された日の属する月の翌月分から支払いが開始さ

れますが、在職中に繰上げ請求を行った場合、老齢厚生年金および退職共済年金 

（経過的職域加算額）は標準報酬月額等との調整により、一部または全部が停止となり

ますので、繰上げ請求を行う際はご注意ください。 

（５）年金の繰上げ請求について 

ア.老齢厚生年金及び退職共済年金(経過的職域加算額)の繰上げについて 

老齢厚生年金および退職共済年金（経過的職域加算額）は、60歳から 65歳になるまでの間

に繰り上げて受給することができます。また、特定消防組合員の方は、特別支給の老齢厚生年

金および退職共済年金（経過的職域加算額）を、60歳から支給開始年齢（10ページ参照）に

なるまでの間に繰り上げて受給することができます。 

なお、その場合は老齢基礎年金の繰上げも同時に行うこととなります。(15ページ参照) 

 

○注意点 

① 一度決められた減額率は、生涯変わりません。また、一度請求すると取消しはできません。 

② 在職中は、標準報酬等との調整により年金の一部または全額が停止となります。 

③ 繰上げ請求をしても加給年金額の加算は、65歳到達時となります。 

④ 複数の老齢厚生年金の受給権を有することとなる場合は、全て同時に繰上げされます。 

⑤ 繰上げ請求時点において、厚生年金の被保険者でなく、障害者特例・長期在職者特例に該

当する場合(13 ページ参照)は、国民年金の「一部繰上げ」を同時請求することとなります

（「全部繰上げ」を請求することはできません。）。 

この場合、全部繰上げと減額方法が異なります。また、加給年金額は特別支給開始年齢（10

ページ参照）到達時に加算されます。詳しくは共済組合または年金事務所にご相談ください。 

 

○繰上げ支給請求後の年金額の計算式 

【繰上げによる減額率は、１月当たり 0.4％です】 

・繰上げ支給の老齢厚生年金の計算式 

 

＝報酬比例部分×(１－0.4％×繰上げ請求月から特別支給開始年齢到達月の前月までの月数) 

 

 

＝経過的加算×(１－0.4％×繰上げ請求月から 65歳到達月の前月までの月数) 

 

・繰上げ支給の退職共済年金（経過的職域加算額）の計算式 

 

＝経過的職域加算額×(１－0.4％×繰上げ請求月から特別支給開始年齢到達月の前月までの月数) 

 

 

 

 

 

 

 

  

報酬比例部分 

経過的加算 

経過的職域加算額 
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イ.国民年金（老齢基礎年金）の全部繰上げ請求について 

国民年金の老齢基礎年金についても、60歳以降、本来発生する 65 歳に達する前に、繰上げ

て受給することができます。 

なお、その場合は老齢厚生年金及び退職共済年金(経過的職域加算額)の繰上げ請求（14ペー

ジ参照)も同時に行うこととなります。 
 

○注意点 

① 一度決められた減額率は、生涯変わりません。また、一度請求すると取消しはできません。 

② 繰上げ請求時点において、厚生年金の被保険者でなく、障害者特例・長期在職者特例に

該当する場合(13ページ参照)は、「一部繰上げ」を同時請求することとなります（「全部繰

上げ」を請求することはできません。）。 

この場合、全部繰上げと減額方法が異なります。詳しくは共済組合または年金事務所に

ご相談ください。 

③ 繰上げ請求した後は、事後重症による障害厚生(基礎)年金や寡婦年金を受けられません。 

 

○繰上げ支給請求後の年金額の計算式 

繰上げ支給の老齢基礎年金  

＝老齢基礎年金×(１－0.4％×Ａ) 

 

 

【老齢厚生年金の繰上げ請求と老齢基礎年金を全部繰上げ請求した場合の減額割合の目安】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 分岐点とは、通常に受け取った場合と繰上げた場合との年金額の累計額がほぼ同額となる年齢です。

なお、分岐点には個人差がありますので目安としてお考えください。 

 

 

  

Ａ：繰上げ請求月から 65 歳到達月の前月までの月数 

上段 

老齢厚生年金及び退職共済

年金(経過的職域加算額)の

繰上げ請求開始年齢ごとの

減額の割合 

 

下段 

国民年金(老齢基礎年金)の

繰上げ請求開始年齢ごとの

減額の割合 

 

62歳 63歳 64歳 

65歳 

24% 

24% 19.2% 

生年月日 
（）内は特定消防組合員 

 

繰上げ請求年齢 

60歳 61歳 

4.8% － － 

24% 19.2% 14.4% 9.6% 4.8% 

14.4% 9.6% 

9.6% 

9.6% － 

24% 19.2% 14.4% 9.6% 4.8% 

4.8% 

19.2% 14.4% 4.8% 

19.2% 14.4% 

14.4% 9.6% 4.8% 

分岐点※ 81歳 82歳 83歳 84歳 85歳 

繰 
上 
げ 
し 
な 
い 
場 
合 
の 
支 
給 
開 
始 
年 
齢 

- 

（S38.４.２～S40.４.１） 63歳 

- 

（S40.４.２～S42.４.１） 
64歳 

S36.４.２～ 

（S42.４.２～） 
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３ 再就職したとき 

〇老齢厚生年金について 

老齢厚生年金の受給権者が市町村役場や民間会社などに再就職し、下記の要件に該当

した場合には、老齢厚生年金の一部（支給停止額が基本月額を超えるときは老齢厚生年

金の全部）が支給停止されます。 

 

 

 

 
 

Ａ.総報酬月額相当額※１と基本月額※２との合計額が 51万円※３以下の場合  

 

 

Ｂ.総報酬月額相当額※１と基本月額※２との合計額が 51万円※３を超える場合 

 

 

※１ 総報酬月額相当額は「①標準報酬月額等」と「②過去１年間の賞与等の総額の 1/12」の合算額。 

①標準報酬月額等(上限は 650,000円、下限は 88,000円) 

②過去１年間の賞与等の総額の 1/12(各月の賞与等が 150万円を超えるときは、それぞれ 150万円) 

 
※２ 基本月額は老齢厚生年金の年額(加給年金金額・経過的加算額・繰下げ加算額を除く)の 1/12の額。

なお、複数の老齢厚生年金を有する場合は合算額。 

 
※３ 51万円は令和７年度の額です。賃金や物価の変動により改定されることがあります。 

 

〇退職共済年金（経過的職域加算額）について 

公務員在職中である間 …… 全額停止 

民間会社や私立学校または議員に在職中である間 …… 全額支給 

 

〇国民年金（老齢基礎年金）について 

再就職による支給停止はありません。 

 

  

ア．厚生年金保険に加入する場合（公務員、私立学校教職員を含む。） 

※厚生年金の加入年齢は 70歳までですが、70 歳以上の方が厚生年金保険適用事業所に 

勤務するとき（公務員、私立学校教職員を含む。）も、同様の取り扱いになります。 

イ．国会議員または地方議会議員となった場合 

支給停止額 ＝ ０円（全額支給） 

支給停止額 ＝                            × 12月 
（ 総報酬月額相当額 ＋ 基本月額 － 51万円 ） 

２ 
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在職中（年金積立期間中） 受給待機期間中

利子は基準利率を適用
（国債の利回り等に連動）

毎月の付与額
（標準報酬×付与率）

毎月の付与額と利子を積み立てていきます。

● ● ●

１か月目 ２か月目 ３か月目 ４か月目 積立終了（退職等） 給付算定基礎額残高

積立終了時の給

付算定基礎額残

高に対する利子

も積み立てます。

利子

利子

年金現価率の変動に伴い年金額は変動します。

● ● ●

● ● ●

１年目 ２年目 ３年目

年金受給中

１／２を
有期退職年金
の原資

１／２を
終身退職年金
の原資 終身年金

有期年金

終身年金

有期年金

終身年金

有期年金

給
付
算
定
基
礎
額

（
年
金
の
原
資

）

４ 退職等年金給付について 

被用者年金の一元化により、職域年金相当部分は廃止されましたが、地方公務員の退職

給付の一部として新たに「退職等年金給付」が創設されました。 

退職等年金給付は、組合員一人ひとりに仮想の個人勘定を設定し、各月の標準報酬月額

および標準期末手当等の額に付与率を乗じて得た付与額を利子とともに、毎月積み立てま

す。これを累積した「給付算定基礎額」が年金の原資となります。 

「退職等年金給付」の概要は次のとおりです。 
 

◆ 積立時のイメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 給付時のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 支給要件 

① 平成 27年 10月以降に１年以上の引き続く組合員期間を有すること。 

② 65歳以上であること。 

③ 公務員を退職していること。 

※60歳から繰上げることや、75歳まで繰下げることができます。 

◆ 支給形態 

・半分は有期年金、半分は終身年金として支給されます。 

・有期年金は 10年、20年、一時金の中から希望する支給期間を選択することができます。 

・受給権者が死亡した場合、終身年金は終了し、有期年金の残余部分が遺族に一時金とし

て支給されます。 
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「マイナ手続きポータル」を利用可能な方 

ご利用時間 

〇退職等年金給付に係る「給付算定基礎額残高通知書」の送付 

 

通知内容 

① 標準報酬月額       ⑤ 付与率 

（期末手当等の額を含む。）  ⑥ 基準利率 

② 付与額 

③ 利息 

④ 給付算定基礎額残高 

形  式 ハガキ 

送付時期 
退職した方については、退職時のほか 35歳、45歳、59歳、63歳の５月

に通知 

 

５ その他 

  ホームページ上では年金制度改正について随時更新しています。 

  また、年金制度についての動画やご自身の年金記録を確認することができるサイトにつ

いての案内を掲載しているので、是非ご活用ください。 

 

・「動画でわかる地方公務員の年金制度」※パスワード「8629」（半角） 

地方公務員の年金制度について、わかりやすい動画でご案内しています。 

動画コンテンツの内容は随時更新しています。 

 

・マイナ手続きポータル 

  マイナンバーカードとスマートフォン等を利用して、ご自身の公務員共済期間に係る年

金記録等の情報を取得することができます。 

  ただし、すでに老齢または退職の年金を受給されている方、および老齢厚生年金の支給

開始年齢に到達されている方は、当該情報を取得できません。 

  手続きは、ホームページ内の「長期給付」メニューから「全国市町村職員共済組合連合

会ホームページマイナ手続き」へアクセスして行ってください。 

 

 

   ①組合員  ②組合員であった方 

 

 

     ２４時間 ３６５日（サーバーのメンテナンス時を除く） 

 

 

 ※年金見込額は、確認時点の就業状態、給与額、賞与額等をベースに年金受給額等を試算してい

るため、実際の金額と異なります。 

 

 

①年金加入履歴・加入期間 

②保険料納付額 

③標準報酬月額等 

④年金見込額（※） 

⑤給付算定基礎額残高履歴 

取得できる内容 
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保健事業 
任意継続組合員（被扶養者を含みます。）になる方は、次の保健事業が受けられます。 

１ 人間ドック助成 

 ４月１日時点で 40歳以上の任意継続組合員とその被扶養者が、共済組合が契約している検査機

関で人間ドックを受けたとき、費用の一部を助成します。助成額は 15,000円 (消費税除く。)とな

ります。 

  実施検査機関、検査費用及び申込用紙等については、６月頃ご自宅に送付します。 

 

２ 特定健康診査 

  40 歳以上 75 歳に到達する任意継続組合員とその被扶養者は、共済組合が契約する検査機関等

で、特定健康診査を受けていただきます。ただし、人間ドックを受ける方は特定健康診査を受け

る必要はありません。 

  自己負担額はありません。共済組合が全額負担します。 

  実施検査機関及び受診券等については、６月頃ご自宅に送付します。 

 

※ 任意継続組合員の資格喪失後は人間ドック助成・特定健康診査を受けることができません。 
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グループ保険（こども特約付年金払特約付半年払保険料併用特約付新・団体定期保険）【生命保険】 グループ保険プラス（年金払特約付障害特約付団体定期保険）【生命保険】 医療費支援一時金保険

（家族特約付治療支援給付特約付先進医療給付特約付無配当団体医療保険）【生命保険】 重病克服支援保険（７大疾病保障特約付、がん・上皮内新生物保障特約付、リビング・ニーズ特約付代理請求特

約[Y]付集団扱無配当特定疾病保障定期保険（Ⅱ型））【生命保険】 医療保障保険（短期入院特約付家族特約付医療保障保険（団体型））【生命保険】 医療保障プラス（医療保険【損害保険】） 

退職後継続保障保険（リビング・ニーズ特約付、代理請求特約［Ｙ］付集団扱無配当定期保険（Ⅱ型））【生命保険】リビングリスク補償保険（天災補償特約付入院保険金および手術保険金支払日数延長

特約（７３０日用）付賠償事故解決に関する特約付賠償責任補償特約付弁護士費用補償特約付熱中症補償特約付食中毒補償特約付普通傷害保険（総合補償型）【損害保険】

愛知県市町村職員共済組合 「グループ共済制度」の退職後取扱いのご案内 

令和８年３月３１日退職日まで「グループ保険」「グループ保険プラス」「医療費支援一時金保険」「医療保障保険」「医

療保障プラス」「重病克服支援保険」「リビングリスク補償保険」「退職後継続保障保険」に加入されていた方は、退職後も

継続加入することができます。ただし、「一時払退職者傷害保険」は在職中の加入有無に関わらず加入することができます。

退職のご案内につきましては、別途記載のスケジュールをご確認ください。 

なお、「グループ保険プラス」への加入有無によって、退職後の取扱いが異なりますのでご注意ください。 

① 退職者共通（「グループ共済制度」未加入者を含む。）

１）「一時払退職者傷害保険」の取扱いについて 
  「一時払退職者傷害保険」に新たにご加入いただけます。 

２）手続き方法について 
  「グループ共済制度」ご加入者は全員「意思確認用紙」をご提出ください。 
  「グループ共済制度」未加入者は「一時払退職者傷害保険」の加入を検討される方のみ 
  「意思確認用紙」をご提出ください。 
  （スケジュール、提出書類については「 ２．今後のスケジュール」をご確認ください。） 

 

 

 

 

 

② 「グループ共済制度」のご加入者（「グループ保険プラス」にご加入のない方 ）

 （※「傷害総合保険」のみの加入者は除く。） 
１）個人扱いの退職後制度の取扱いについて 

現在ご加入の内容に応じて個人扱いの退職後制度を選択いただけます。 
 個人ごとに案内が異なるので、詳細は 1月上旬に配付される退職後継続案内資料をご確認ください。 

２）手続き方法について 
個人扱い退職後制度の加入有無に関わらず「意思確認用紙」の提出が必要です。 
（スケジュール、提出書類については「２．今後のスケジュール」をご確認ください。） 

 

在職中 退職後 

≪「一時払退職者傷害保険」のポイント≫ 
○保険料のお払込みがあった月の翌月１日から１０年間にわたって補償します。
〇日常生活のさまざまなケガに備えることができます。（入院保険金・通院保険金・手術保険金等）
○本人が契約することで本人以外にも家族※が法律上の損害賠償責任を負った場合にも補償されます。

※本人が未成年もしくは責任無能力者、または補償対象となる方が責任無能力者である場合は、法定の監督義務者等も補償対象と

なる方に含みます。（未成年または責任無能力者に関する事故に限ります。）

・配偶者

・本人またはその配偶者の同居の親族

・本人またはその配偶者の別居の未婚の子

なお、続柄は、損害の原因となった事故発生時点におけるものをいいます。また「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをい

います。

〇賠償事故が発生したときに国内示談交渉サービスがご利用いただけます。 

グループ共済制度 

 未加入 
退職後 10 年間

一時払退職者傷害保険 

在職中に「グループ共済制度」の加入が無くても 

ご加入いただけます。

１．ご案内内容 
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③ 「グループ共済制度」のご加入者（「グループ保険プラス」にご加入のある方 ）

 

２）手続き等の方法について 
継続の有無に関わらず、全員の方が「【団体保険】保険料振替・配当金受け入れ口座 登録書」の提出が必要です。 
「一時払退職者傷害保険」の「意思確認用紙」と併せてご提出ください。 
（スケジュール、提出書類については「２．今後のスケジュール」をご確認ください。） 

３）「退職後終身医療保険」について 
「退職後終身医療保険」に移行(加入)ができます。移行(加入)についての詳細は、  

引受保険会社：明治安田生命保険相互会社（０５２－９５１－９１０２）へご連絡ください。 
手続き方法・スケジュールは、退職時にご案内いたします。 

※１「グループ保険」、「グループ保険プラス」、「医療費支援一時金保険」、「医療保障保険」、「医療保障プラス」、「重病克服支援保険」、「リビングリスク補償保険」の保険期間満了日は、ご加入者（被保険者）が更

新日時点で加入資格を満たす直後の更新日の前日までです。

※２「退職後継続保障保険」の保険期間満了日は、ご加入者（被保険者）が保険期間中に満期年齢（保険年齢）をむかえられた直後の更新日の前日までです。更新日時点で満期年齢（保険年齢）に達している場合は 

継続加入できませんのでご注意ください。

※３「退職後終身医療保険」の商品内容等については、引受会社（明治安田生命保険相互会社）の担当部署までお問い合わせください。

※４「退職後終身医療保険」および個人扱いの退職後制度について、今後の環境変化等により取扱内容（販売休止を含む。）を変更させていただく可能性があります。

リビングリスク補償保険※１

最長保険年齢 80 歳まで継続で

きます。

（「グループ保険プラス」への

継続加入が条件です。）
１）継続の取扱いについて

退職後も団体扱いにて現在ご加入のコースを継続いただけます。
＜退職後＞ ＜在職中＞ 

医療費支援一時金保険※１（退職後終身医療保険へ移行（加入）ができます。）※３、４ 

グループ保険※１ 

グループ保険プラス※１ 

退職後継続保障保険※2 

医療保障保険※１（退職後終身医療保険へ移行（加入）ができます。）

※３、４

医療保障プラス※１ 

重病克服支援保険※１ 

   退職  70 歳 80 歳 

80 歳

80 歳

75 歳

 

80 歳

79 歳

80 歳

69 歳

79 歳

74 歳

81 歳

70 歳

81 歳

69 歳 70 歳

保険年齢 75 歳まで保障を準備

できます。（「グループ保険プラ

ス」への継続加入が条件です。） 

年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1 年未満の端数について 6 カ月以下は切り捨て、6 カ月超は切り上げた年齢をいいます。 

（例）保険年齢 40 歳＝2025 年 3 月 1 日現在満 39 歳 6 カ月を超え満 40 歳 6 カ月まで。更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前年度と変わります。 

※記載の掛金は概算掛金です。

（例）保険年齢 60 歳＝満 59 歳６ヵ月を超え満 60 歳６ヵ月まで

【退職後継続の取扱いのポイント】 

① 毎年３月１日をスタートとした１年更新の制度です。

② 年に１度の更新のご案内時期に、現在の加入コース以下の保障内容のコースへの変更、脱退が可能です。

※現在の加入コース以上の保険金額に増額（コースの変更）をすることはできません。

③ 保険料は、「退職後保険料振替・配当金受け入れ口座 登録書」でご指定いただいた口座から前月に振替えとさせていただきます。

毎月３８５円の制度運営費が別途かかります。

④ 配当金があります。

※1 年ごとに収支決算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金としてお支払いする仕組みとなっています。

なお、配当率はお支払時期の前年度決算により決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。

（「退職後継続保障保険」、「医療費支援一時金保険」、「重病克服支援保険」、「医療保障プラス」、「リビングリスク補償保

険」には、配当金がありません。）

⑤ 退職後の保険金等の請求は、事務代行会社（株）日本共同システムへご連絡ください。

TEL ０１２０－１２９－１２８

継続最高(可能)

保険年齢

満了時

保険年齢

80 歳 81 歳
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２．今後のスケジュール 

日程 

令和８年１月上旬～ 案内資料の送付 

【案内資料】 

・手続きガイド

・意思確認用紙

・【団体保険】保険料振替・配当金受け入れ口座 登録書

（グループ保険プラスご加入者のみ）

※ご加入内容により案内資料が異なります

令和８年１月３０日（金） 書類提出締め切り 

【提出書類】 

②「グループ保険プラス」にご加入の方

・意思確認用紙

・【団体保険】保険料振替・配当金受け入れ口座登録書

（更新ＰＲ時（令和７年８月～１０月）に提出済みの方は提出不要 

です。） 

②上記以外の方

・意思確認用紙

【提出先】 

制度推進員もしくは所属所共済事務担当課 

〇「【団体保険】 保険料振替・配当金受け入れ口座 登録書」を【退職後継続します】でご提出いただいた方 

令和８年４月１日（水） 担当窓口の変更（所属所共済事務担当課 →（株）日本共同システム） 

令和８年４月２２日（水） 

初回口座振替日 

※２ヵ月分の保険料（令和８年４・５月分）および制度運営費が登録口座より引落しになります。

翌月以降は１ヵ月分の引落しになります。残高不足の場合は、払込案内を送付させていただきま

すが期日までに振込がない場合は脱退になります。

※口座振替日は各月２２日（前月振替）となりますが、当日が金融機関の休業日にあたる場合は、

その翌営業日となります。

〇「意思確認用紙」を【検討します】でご提出いただいた方 

令和８年２月下旬～ 申込書の送付 
意思確認用紙にご記入いただいた加入希望商品の申込書が自宅に届きます。 

※到着後一週間以内にご返送ください。

令和８年３月上旬～ 振込依頼書の送付 振込依頼書記載の期日までにご入金ください。 

令和８年４月１日（水） 退職後制度 保障開始 

グループ保険（こども特約付年金払特約付半年払保険料併用特約付新・団体定期保険）【生命保険】 グループ保険プラス（年金払特約付障害特約付団体定期保険）【生命保険】 医療費支援一時金保険

（家族特約付治療支援給付特約付先進医療給付特約付無配当団体医療保険）【生命保険】 重病克服支援保険（７大疾病保障特約付、がん・上皮内新生物保障特約付、リビング・ニーズ特約付代理請求特

約[Y]付集団扱無配当特定疾病保障定期保険（Ⅱ型））【生命保険】 医療保障保険（短期入院特約付家族特約付医療保障保険（団体型））【生命保険】 医療保障プラス（医療保険【損害保険】） 

退職後継続保障保険（リビング・ニーズ特約付、代理請求特約［Ｙ］付集団扱無配当定期保険（Ⅱ型））【生命保険】リビングリスク補償保険（天災補償特約付入院保険金および手術保険金支払日数延長

特約（７３０日用）付賠償事故解決に関する特約付賠償責任補償特約付弁護士費用補償特約付熱中症補償特約付食中毒補償特約付普通傷害保険（総合補償型）【損害保険】

※「グループ共済制度」加入者で自己都合により退職される方は、各所属所（共済事務担当課）経由で、引受保険会社・取扱代理店にご連絡を

お願いします。（引受保険会社・取扱代理店より、退職後のお取扱いに関するご案内資料を送付いたします。）

各商品の詳細はパンフレットをご覧ください。

【制度内容に関するお問い合わせ先】 引受保険会社・取扱代理店 明治安田生命保険相互会社 中部公法人部法人営業第二部

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 3－5－27 錦中央ビル 6F

ＴＥＬ ０５２－９５１－９１０２（受付時間 9:00～17:00、土日祝除く）
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愛知県市町村職員年金者連盟のご案内 
 

本連盟は、愛知県市町村職員共済組合を構成する市町村・一部事務組合を退職された年 

金受給者の方々が、退職後も引き続き生活の安定と福祉の増進を図り、会員相互の親睦を

図ることを目的として、昭和 47年に結成され、現在会員数約 5,500人になっています。 

 是非ともこの機会にご加入していただきますようご検討ください。 

 

１ 連盟の組織 

★ 支  部   

県下に 28支部（下表）あり、各支部において親睦活動を行っています。 

 

 ★ 役  員 

  会長（１名）・副会長（２名）・理事（４名）・監事（２名） 

 

   

      県 連 盟 支 部 一 覧 表 (令和８年１月現在)

犬 山 支 部 愛 西 支 部 名 古 屋 支 部 高 浜 支 部

江 南 支 部 弥 富 支 部 常 滑 市 支 部 西 加 茂 支 部

岩 倉 支 部 小 牧 支 部 東 海 市 支 部 西 尾 支 部

丹 羽 支 部 尾 張 旭 支 部 大 府 市 支 部 額 田 支 部

稲 沢 支 部 豊 明 支 部 知 多 市 支 部 北 設 楽 支 部

中 島 支 部 日 進 支 部 知 多 郡 支 部 蒲 郡 支 部

海 部 支 部 愛 知 郡 支 部 知 立 支 部 田 原 支 部

  

※ 新城市、清須市、北名古屋市、豊山町及び関係一部事務組合の方は、加入していた 

だく支部はありませんが、県連盟にはご加入いただけます。 

 

２ 加入の資格 

★ 準 会 員（年金待機者） 

   愛知県市町村職員共済組合を構成する市町村・一部事務組合の組合員期間のある 

６０歳以上の年金受給権が発生していない方 

※ 短期組合員期間のみの方は対象外です。 

 

 ★ 会  員（年金受給者） 

   連合会から年金を受給されている方 

※ 準会員の方が、年金を受給された場合は、自動的に会員となります。 
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３ 会  費 

★ 準会員の年会費 

会費は無料です。 

 ★ 会員の年会費 

     老 齢 厚 生 年 金 受 給 者  ・・・・  年金額（年額）  ×  ３／１０００ 

     障害・遺族厚生年金受給者  ・・・・  年金額（年額）  ×  １．５／１０００ 

 ★ 会費の納入時期・納入方法等 

   年会費は、毎年４月に連合会から支給される年金から控除します。 

   ただし、年度途中で加入された方又は準会員から会員になった方は、当該年度の 

残月数分を月割りで計算し、直近の年金支給時に控除します。 

 

 

 会員・準会員対象の事業 

４ 県連盟・（社)全国連盟が実施する事業 

※ 会員・準会員の同一世帯に属する３親等内の親族も利用できます。 

(1) 福利厚生事業 

 ＜施設利用助成＞ 

本連盟が指定する施設を利用する場合は、補助券を発行します。 

①  ナガシマリゾート･･･契約料金から１回につき 500円助成 

※ 令和８年４月から電子クーポンになります。 

②  な ば な の 里･･･一般料金から１回につき 800円助成 

③  ラグーナテンボス｢ラグナシア｣･･･契約料金から１回につき 400円助成 

 

＜各種保険の取り扱い＞（26・27ページ参照） 

病気・ケガの補償を対象とする保険で、３０％の団体割引、または集団扱い適用の

保険料でご加入できます。 

①  傷害保険(ケガの保険)・疾病保険(病気の保険)・介護保険(介護の保険) 

･･･損害保険ジャパン株式会社 

②  がん保険・医療保険･･･アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社） 

※ 現在、アフラックの保険に個別でご加入されている方でも、割安な集団扱いに 

変更が可能です。 

 

＜物品の斡旋＞  

生活に役立つ物品等の斡旋をします。 

 

 (2) 広報紙の発行 

  「連盟だより」を年２回（１月・７月）発行し、県連盟の事業や年金関係の情報等を

お知らせします。 
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  (3) 日本通運（株）  

  ＜引越サービスのご案内＞ 

  会員特別料金で引越サービスをご案内しています。 

 

 (4) (株）全国儀式サービス（28ページ参照） 

葬儀に必要な基本セットが特別料金でご利用いただける葬儀支援サービスです。 

また、「相続手続き」「生前整理・遺品整理」の終活支援を行っています。 

 

５ 県連盟の活動 

年金制度等の改善を求め、政府や地元選出の国会議員に対し、直接陳情とはがき・ 

署名要望書による陳情を行っています。 

 

 

 

会員対象の事業 

＜保養所利用助成＞ 

  各都道府県市町村職員共済組合が運営する保養所及び本連盟が指定する施設を利用 

する場合は、利用助成券を発行します。 

★ 助成額 …… １泊につき会員 3,000円・配偶者 1,500円 

 

＜健康管理・健康づくり助成＞ 

① 疾病予防に対する助成･･･人間ドックや脳ドックの健康診査を受検した場合に費 

用の一部を助成 

② 健康増進に対する助成･･･民間のスポーツクラブやスイミングクラブ等に個人会員 

              として入会した場合に会費の一部を助成 

 

＜お祝い＞  

会員が喜寿・米寿・白寿を迎えられたときに、お祝い金を贈呈します。 

 

 

 

 

 

   ＜加入のお申し込み・お問い合わせ先＞  

     愛知県市町村職員年金者連盟事務局 

        〒460-0001  名古屋市中区三の丸二丁目３番２号 

               TEL ０５２－９５１－４５４６ 
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退職予定のみなさまへ 
令和８年版 

令和８年１月 作成 

作成 愛知県市町村職員共済組合 

〒460-0001 名古屋市中区三の丸二丁目３番２号 

（愛知県自治センター内） 

ＴＥＬ ０５２－９５１－４５４５ 
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